
｢

介
護
職
員
の
腰
痛
を
防
止
す

る
介
護
技
術
コ
ー
ス｣

受
講
生
募
集

問
・
申
新
潟
県
立
魚
沼
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

　
☎
０
２
５ 

ー 

７
９
４ 

ー 

２
４
１
０

期
10
月
30
日
㈬
、
31
日
㈭
（
２
日
間
）

時
午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

会
堀
之
内
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
〔
魚
沼
市

　
堀
之
内
〕

対
介
護
技
術
の
向
上
を
図
り
た
い
介
護
職

　
従
事
者

定
24
人

費
３
，
９
０
０
円

〆
10
月
18
日
㈮

に
い
が
た
狼
煙
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　　IN　

南
魚
沼
２
０
１
９

問
南
魚
沼
狼
煙
の
会
事
務
局

　
（
商
工
観
光
課
内
）

　
☎
７
７
３ 

ー 

６
６
６
５

　

地
域
の
連
携
や
ま
ち
お
こ
し
を
目
的

に
、
市
内
の
山
城
な
ど
で
狼
煙
を
上
げ
る

「
に
い
が
た
狼
煙
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
IN
南
魚

沼
２
０
１
９
」
が
行
わ
れ
ま
す
。
参
加
団

体
が
一
丸
と
な
っ
て
行
う
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

高
々
と
上
が
る
狼
煙
を
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ

い
。

日
10
月
6
日
㈰

　
午
前
10
時　
一
斉
狼
煙
上
げ

場
所　
市
内
16
か
所
、
湯
沢
町
１
か
所
、

　
（
合
計
17
か
所
）

※
大
量
の
煙
が
発
生
し
ま
す
が
、
火
事
で

　
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い

10
月
１
日
㈫
か
ら
年
金
生
活
者
支

援
給
付
金
制
度
が
始
ま
り
ま
す

問
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０ 
ー 
０
５ 

ー 

４
０
９
２

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

問
日
本
年
金
機
構 
六
日
町
年
金
事
務
所

　
☎
７
１
６ 

ー 

０
８
０
２

問
市
民
課 

国
保
年
金
係

　
☎
７
７
３ 

ー 

６
６
６
１

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
は
、
老

齢
・
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
し
て

い
る
人
で
、
公
的
年
金
の
収
入
や
所
得
額

が
一
定
額
以
下
の
人
の
生
活
を
支
援
す
る

た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
す
る

制
度
で
す
。

　
給
付
額
は
年
金
種
別
な
ど
に
よ
り
異
な

り
、
受
給
に
は
、
請
求
書
の
提
出
が
必
要

で
す
。

　
対
象
者
に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
請

求
手
続
き
の
案
内
を
送
付
し
ま
す
。
同
封

の
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請
求
書
（
は

が
き
）
を
記
入
し
、
切
手
を
貼
っ
て
投
函

し
て
く
だ
さ
い
。

市
民
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
共
同
発
行

事
業
者
が
決
定　

問
・
申
秘
書
広
報
課

　
☎
７
７
３ 

ー 

６
６
５
８

　
市
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
に
、
新
た

な
「
市
民
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
を
市
と
共
同

で
発
行
す
る
事
業
者
が
決
定
し
ま
し
た
。

　

共
同
発
行
事
業
者
は
、
市
民
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
の
企
画
編
集
、
広
告
販
売
、
印
刷

製
本
な
ど
を
行
い
ま
す
。

共
同
発
行
事
業
者

　
長
岡
市
台
町
１

-

８

-　

26

　
株
式
会
社
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
長
岡
支
店

　
☎
０
２
５
８

-

３
４

-

９
７
７
７

※
共
同
発
行
事
業
者
が
10
月
中
旬
か
ら
市

　
内
の
事
業
所
な
ど
に
、
広
告
の
募
集
を

　
行
い
ま
す

令
和
元
年
度 

紙
お
む
つ
購
入

費
助
成
事
業
申
請

問
・
申
南
魚
沼
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
☎
７
７
３ 
ー 
６
９
１
１

　
F
７
７
３ 

ー 
２
２
２
３

　
南
魚
沼
市
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
在

宅
で
紙
お
む
つ
を
利
用
し
て
い
る
身
体
障

が
い
者
や
要
介
護
者
な
ど
に
、
紙
お
む
つ

購
入
費
の
助
成
を
し
て
い
ま
す
。

助
成
限
度
額

　
１
人
当
た
り
３
０
，０
０
０
円
／
年

対
市
内
在
住
の
人
（
次
の
①
～
③
の
す
べ

　
て
に
該
当
）

①
在
宅
で
常
時
紙
お
む
つ
を
必
要
と
す
る

　
満
３
歳
以
上
～
満
65
歳
未
満
の
人

②
療
育
手
帳
も
し
く
は
身
体
障
害
者
手
帳

　
（
１
～
３
級
）
所
持
者
、
ま
た
は
要
介

　
護
者
か
そ
れ
に
準
ず
る
人

③
南
魚
沼
市
地
域
生
活
支
援
事
業
の
日
常

　
生
活
用
具
給
付
等
事
業
（
排
泄
管
理
支

　
援
用
具
）
を
利
用
し
て
い
な
い
人

※
助
成
を
受
け
る
に
は
、
申
請
が
必
要
で

　
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　
さ
い

２
０
１
９
年
全
国
家
計
構
造

調
査
を
実
施

問
企
画
政
策
課

　
☎
７
７
３ 

ー 

６
６
７
２

　
総
務
省
で
は
、
世
帯
の
所
得
分
布
や
消

費
の
水
準
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

に
、
全
国
家
計
構
造
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　
調
査
の
目
的
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
正

確
な
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

対
無
作
為
に
抽
出
さ
れ
た
48
世
帯

調
査
方
法　
９
月
中
旬
に
統
計
調
査
員
が

　
訪
問
し
、
調
査
票
を
手
渡
し
ま
す
。

調
査
結
果
の
利
用
に
つ
い
て

　
記
入
い
た
だ
い
た
調
査
内
容
の
秘
密
は
、

　
統
計
法
に
基
づ
き
保
護
さ
れ
ま
す
。
統

　
計
作
成
以
外
の
目
的
に
使
用
す
る
こ
と

　
は
あ
り
ま
せ
ん
。

3 市報 みなみ魚沼　令和元年９月15日発行


